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【１．プロジェクト概要】 

地域（主に枚方市・寝屋川市・交野市）の飲食店の事業継続を応援するためのクラウドファンデ

ィングによる資金調達プロジェクトです。 

＊クラウドファンディングとは 

https：//readyfor.jp/crowdfunding/ 

ウェブサイト上で北大阪商工会議所会員の飲食店への支援金を募ります。 

 

支援金募集方法は、 

〇支援者に、コロナ問題収束後に使ってもらえる「食事券を購入してもらう」形式です。お店側

には、支援に対するお礼の意味から、支援額の１０％をプレミアムとして上乗せしていただき

ます。「お食事券」は、当所が用意し、専用のカード（紙製）としてお店側に提供します。 

〇食事券（カード）に記載される金額の利用開始はコロナ問題収束後（外出自粛等の制限解除後）

からとなります。上記カードに利用可能期間を明記してお配りします。7 月（状況により変動

することがあります）に当所から発送する予定です。支援金振り込み後にお渡しする支援者リ

ストをご参照のうえ、カード上に店印またはサイン後、お渡しください。誤配布を防ぐため、

配布時には本人確認を行うようお願いいたします。 

〇食事券の金額設定は、以下を想定しております。  

（3,000 円 / 10,000円 / 30,000 円 / 50,000円 / 100,000円） 

＊支援者から支援金がクラウドファンディングのプラットフォームに送金されると、支援者の

スマホ等に入金確認がメール送信されます。入金作業等についてお店側の作業負担はありま

せん。 

＊プレミアム（上乗せ）となる１０％は、店舗負担といたします。 

＊支援者によるお食事カード利用時に本人確認の照合にご利用いただけるよう、支援金募集期

間終了後、店舗ごとに、支援者・支援金等を記載したリストを提供します。 

 

【２．具体的な方法】 

クラウドファンディングサービスを行うインターネット媒体（ウェブサイト）を活用し、支援を

募ります。具体的には、日本商工会議所とクラウドファンディング事業者（READYFOR 株式会社）

が連携して設置している専用ページに当プロジェクトを掲載します。支援者は、同ウェブサイト

から支援金を拠出する仕組みです。 

 

【３．参加資格と主なメリット】  

（参加資格）  

北大阪商工会議所会員飲食店であること  

・「10.免責事項などの重要事項」に同意していること  

・反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない者、暴力団

準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他こ

れらに準ずる者をいう。）に該当しないこと  

（メリット） 

・インターネット（ウェブサイト）を通じて支援金が拠出されれば（支援者にお店の食事券（カ

ード）を買っていただければ）、運転資金としてお使いいただけます。 

・支援は地域の人々が中心となりますが、そのほかにも広く支援いただける可能性もあります。  

・後日、食事券（カード）を購入された支援者が来店されることで、顧客とのつながりが深まり

ます。 

 

【４．専用ページへの支援金募集期間】    

2020 年 6月 1日（月）～2020 年 6月末日（予定） 

 

 



 

【５．参加希望店舗のお申し込み方法】  

「参加申込書」に必要事項をご記入のうえお申し込みください。  

提出先：「ＦＡＸ（072-841-0173）北大阪商工会議所 中小企業相談所」 

 又は 

「インターネット申込フォーム」  

https://www.kansaicci.jp/kentei/apply.php?seq=13146 

 

【６．お申し込み期限】 

 2020 年 5月 24日（日） 

 

【７．支援者へのお礼】 

 食事券（カード）の提供。10％のプレミアム付き 

 

【８．食事券（カード）の有効期限】 

 2020 年 7 月頃から半年間を予定＜＊緊急事態宣言の解除等の時期を見ながらになりますので、

あくまで予定とお考えください＞ 

 

【９．支援金のお支払いと手数料について】  

上記「４．専用ページへの支援金募集期間」終了後、なるべく早期に、参加店舗に対し、「参加

申込書」に記載いただいた振込先にお振り込みいたします。 

手数料は金融機関の振込手数料のみとなります。クラウドファンディングの決済手数料は当所

にて全額負担いたします。 

※お店に対して、追加での手数料請求を行うことはありません。参加自体は無料です。  

 

【１０．免責事項などの重要事項】 

（１）本プロジェクトへの参加申し込み以降、お食事カードの有効期間内に、やむを得ない事情

により閉店される場合は、必ず、直ちに北大阪商工会議所までご連絡ください。  

（２）支援者が支援したい店舗を指定して支援するものであるため、指定されない（支援金がな

い）場合もあることを予めご了承ください。  

（３）指定されている場合でも、北大阪商工会議所が READYFOR 社より資金を受け取りの後、指

定店舗への支援金振り込み前に閉店される場合は、支援金のお振込はいたしません。予

めご了承ください。  

（４）万が一、各店舗と支援者（食事券（カード）利用者）の間でトラブルが発生した場合でも、

北大阪商工会議所は関与・干渉いたしません。 


